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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年６月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 浸水 

発生日時 平成２４年３月３１日 ２３時００分ごろ 

発生場所 宮城県気仙沼市気仙沼漁港 

気仙沼市所在の気仙沼港導灯（後灯）から真方位３０３°１,４０

０ｍ付近 

（概位 北緯３８°５４.５′ 東経１４１°３４.９′） 

事故調査の経過  平成２４年５月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十八八
や

幡
はた

丸、４０９トン 

１３０７１２、株式会社八幡水産 

 ４７.８０ｍ（Lr）×８.７０ｍ×３.７５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、昭和６３年９月 

 乗組員等に関する情報 機関長 男性 ６３歳 

 四級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 昭和４８年５月１１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年２月４日 

  免状有効期間満了日 平成２７年８月３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機、減速逆転機、発電機等が濡損 

事故の経過 本船は、船長及び機関長ほか２３人が乗り組み、気仙沼漁港浜町地

区の岸壁に係留中、翌日の出港準備を終えた機関長ほか５人が帰宅

し、平成２４年３月３１日２３時００分ごろ、機関員が、機関室から

油のにおいがするので、機関室を点検して機関室への浸水を発見し

た。 

船舶所有者は、機関員から浸水の連絡を受け、帰宅した乗組員に連

絡し、整備業者を手配した。 

機関長は、浸水の連絡を受けて本船に戻り、機関室の床プレート上

約３０cm まで浸水していることを認め、運転していた雑用水ポンプが

止まっていたので、雑用水ポンプの船底弁を閉めて浸水を止めた。 

本船は、整備業者が手配した吸引作業車で機関室に浸水した海水を

回収するとともに、移動式ポンプを使用して浸水した海水の一部を１
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番魚倉に移送した。 

本船は、海水管が見えるところまで浸水が減り、乗組員が、雑用水

ポンプの船底弁を開いて浸水箇所を探したところ、コンデンサーポン

プの船底弁付近の海水管継手（以下「本件継手」という。）に破孔を

発見した。 

本船は、本件継手を予備の継手に交換したのち、機関室に浸水した

残りの海水及び１番魚倉に移送した海水が吸引作業車で回収された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  本船は、本事故発生前の航海において、機関長が、海水管の点検を

行い、本件継手よりコンデンサーポンプに近い海水管（ポリエチレン

ライニング施工）に腐食を見つけ、その後、ドックにおいて、整備業

者が予備の海水管と交換した。 

本船は、本事故前、冷凍機を運転し、いつものようにコンデンサー

ポンプの吐出側から雑用水系統に分岐される交通弁（以下「本件交通

弁」という。）を開いて海水を送っていたが、機関長が、本船を離れ

る前、コンデンサーポンプの運転を止め、雑用水ポンプを運転して雑

用水系統に海水を送った。また、機関長は、コンデンサーポンプの船

底弁を閉めたが、本件交通弁を閉めなかった。 

機関長は、１７時ごろ本船を離れる際、機関室内のビルジ量等を点

検したが、異常を認めなかった。 

機関長は、係留中、夜間に１回程度、機関室の見回りを行うよう、

機関員に指示していた。 

本件継手は、腐食による直径約１cm の破孔が見られ、その周囲の表

面は薄くなっていた。 

本船の図面では、コンデンサーポンプ吸入側の海水管がポリエチレ

ンライニングされた鋼管の仕様であり、機関長は、本事故後、本件継

手がポリエチレンライニングされていないことを知った。 

本船は、平成１１年に中古で購入され、本件継手は事故発生時まで

交換を行っていなかった。 

本船の機関室には、ビルジ高水位警報装置がなかった。 

本船は、機関室に浸水した海水を回収しているとき、ダイバーによ

り、船底の点検を行ったが、異常は認められなかった。 

回収業者は、本船に浸水した海水約５７.３kℓを回収した。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、気仙沼漁港浜町地区の岸壁に係留中、本件継手が腐食によ

る破孔を生じたことから、破孔箇所から海水が漏出し、機関室へ浸水
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したものと考えられる。 

本船の船底弁からコンデンサーポンプ吸入側の海水管は、ポリエチ

レンライニングされた配管であったが、本件継手は、ポリエチレンラ

イニングされておらず、腐食しやすかったものと考えられる。 

本船は、船舶所有者が中古で購入していたことから、ポリエチレン

ライニングされていない本件継手が使用された経緯については、明ら

かにすることはできなかった。 

本船は、本件交通弁を開いていたことから、雑用水ポンプの吐出側

からの圧力が、雑用水系統及びコンデンサーポンプの吸入側の海水管

にかかっていたものと考えられる。 

本船は、機関室にビルジ高水位警報装置が装備されていれば、機関

室への浸水を早期に発見でき、本事故を回避することができた可能性

があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、気仙沼漁港浜町地区の岸壁に係留中、本

件継手が腐食による破孔を生じたため、破孔箇所から海水が漏出し、

機関室へ浸水したことにより発生したものと考えられる。 

参考 船舶所有者は、本事故後、ビルジ高水位警報装置を設置した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・機関室内の海水管の腐食、摩耗等の状況を点検すること。 

・機関室の見回りを励行し、異常の早期発見に努めること。 

・使用しない系統への交通弁を閉じること。 

 


